
申請者 京極町役場 必要書類

京極町創業支援事業補助の流れ（創業等の後に申請する場合）

交付申請

補助金の額の確定

交付決定

実績報告

補助金交付

事業成果報告
※

※事業成果報告は、補助金の額の確定時から３年間、毎年報告を行っていただきます。

・補助金等交付申請書

・事業計画書（概要）

・収支予算書

・事業計画書

・月別収支計画書

・経営改善計画書

・町税及び使用料等公的負担納付状況確認同意書

・誓約書兼同意書

・建築物の新築等に係る工事設計書及び

領収書等の写し

・機械装置等の概要や支払いが確認できる書類

・個人事業の開業届出書（個人）または

異動届出書（法人）の写し

・住民票（個人）または登記事項証明書（法人）

の写し

・実績報告書

・事業報告書

・収支決算書

・所有権登記済証又は賃貸借契約書の写し

・事業の実施状況を撮影した写真

・成果報告書

・確定申告書の写し

・決算書の写し

・事業計画書

・月別収支実績書

・経営改善計画書

・償却資産の申告書類の写し

・商工会加入承諾書の写し（未提出の場合） 等


